
大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の単一の区の区域内における青色防犯パトロール活動を支援する

ことにより、街頭犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、青

色防犯パトロール活動に必要な物品の支給について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義はそれぞれに定めるとおりとする。 

（１）青色防犯パトロール活動とは、大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行

うことのできる旨の証明」（以下「証明」という。）を受け、専ら地域の防犯のために、青色 

回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動をいう。 

（２）既存団体とは、大阪府警察本部から証明を受け、既に青色防犯パトロール活動を実施

している団体をいう。 

（３）新規団体とは、大阪府警察本部から証明を受けることが見込まれる団体をいう。 

 

（支給対象） 

第３条 支給対象は、以下の条件を全て満たす団体とする。 

（１）既存団体、または新規団体。 

（２）組織としての実質を備えている団体。 

（３）青色防犯パトロール活動計画を策定し、当該活動計画に基づく青色防犯パトロール活

動を、本市の単一の区の区域内で実施している団体、又は実施することが見込まれる団体。 

（４）青色防犯パトロール活動を週１回以上、かつ、３年以上継続して実施が可能な団体。 

（５）構成員が４人以上であり、かつ、その過半数が市内に在住・在勤・在学している団体。 

２ 前項の規定にかかわらず、物品の支給を受けようとする年度と同一の年度において、本

市から青色防犯パトロール活動に関する物品の支給を受けている団体、又は受けることが

見込まれる団体は支給対象とはならない。 

 

（支給する物品） 

第４条 本市が支給する物品及び支給数は、予算の範囲内で次のとおりとする。 

（１）既存団体が物品の支給を受けようとする場合は、別表１に定めるところを上限とする。 

（２）新規団体が物品の支給を受けようとする場合は、別表２に定めるところを上限とする。 

 

（支給した物品の維持管理等） 

第５条 前条に掲げる物品については、物品の支給を受けた団体（以下「物品支給団体」と

いう。）が適切に維持管理することとし、物品の使用及び修理等に関する経費は、物品支給



団体の負担とする。 

 

（事前相談） 

第６条 物品の支給を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、青色防犯パトロ

ール活動に関する計画等について、活動区域を管轄する区役所及び警察署に事前に相談を

行わなければならない。 

 

（物品支給の申請等） 

第７条 申請団体は、大阪市青色防犯パトロール活動物品支給申請書（様式第１号）を本市

の指定期限までに、活動区域を管轄する区役所を通じて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

ただし、物品の内容に応じて、市長が必要ないと認めるときには、これらの書類の添付を省 

略することができる。 

（１）申請団体の概要（定款、規約、会則、会員名簿等） 

（２）活動計画書（様式第２号） 

（３）その他市長が必要と認めるもの 

３ 新規団体は、大阪府警察本部から証明を受けた場合は、すみやかにその写しを市長に提

出しなければならない。 

 

（物品支給の決定及び通知） 

第８条 市長は、物品支給の申請があったときは、当該申請の書類の審査を行い、必要に応

じて活動区域を管轄する区長及び警察署長から意見を求め、物品を支給すべきものと決定

したときは、申請団体に対して、大阪市青色防犯パトロール活動物品支給決定通知書（様式

第３号）を交付し、物品を支給するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、物品を支給しないと決定したときは、申請団体に対して、

理由を付して大阪市青色防犯パトロール活動物品不支給決定通知書（様式第４号）を交付す

るものとする。 

 

（物品の用途の制限） 

第９条 支給された物品は、青色防犯パトロール活動以外の目的に使用してはならない。 

 

（物品支給の決定の取り消しまたは返還） 

第 10 条 市長は、物品支給の決定を通知した後、次の各号のいずれかに該当する場合、物

品支給団体に対して、物品の支給の決定を取り消し、すでに支給した物品の全部または一部

の返還を命ずることができる。 

（１）物品支給団体が、申請書及びその添付書類等に虚偽の事実を記載した場合。 



（２）物品支給団体が解散し、又は青色防犯パトロール活動を引き続き１か月以上行わない

場合。 

（３） 物品支給団体が、支給された物品を青色防犯パトロール活動以外の目的に使用した

場合。 

（４）物品支給団体が、大阪府警察から証明を取り消された場合。 

（５）前各号に掲げるもののほか、その活動が物品支給団体として不適当であると市長が認

める場合。 

 

（立入検査等） 

第 11 条 市長は、必要があると認めたときは、物品支給団体に対して報告を求め、又は承

諾を得た上で職員に物品支給団体の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（活動報告） 

第 12 条 物品支給団体は、物品の支給を受けた日から半年及び当該年度末に、大阪市青色

防犯パトロール活動報告書（様式第５号）により市長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、物品支給団体に対

し、その都度活動内容の報告を求めることができる。 

 

（青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体の特例） 

第 13 条 物品支給団体のうち、青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体は、支給

を受けた日から起算して少なくとも 3 年は、当該青色回転灯を装備した自動車を適切に維

持管理しなければならない。 

２ 市長は、改正前の本要綱により青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体が前項

に違反した場合は、支給した青色回転灯を装備した自動車の返還を求めることがある。 

３ 青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた団体は、前条に定める活動報告に加えて、

青色回転灯を装備した自動車の支給を受けた日から１年目、２年目及び３年目に、大阪市青

色回転灯装備自動車管理報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

４ 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

（１）青色防犯パトロール活動月報（様式第６－２号） 

（２）当該青色回転灯を装備した自動車の車検証の写し 

（３）当該青色回転灯を装備した自動車の現況を撮影した写真 

 

（補則） 

第 14 条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が別に定める。 

附則 



（施行期日） 

この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

 

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

この要綱は、平成 31 年５月１日から施行する。 

 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  



別表１（第４条第１号関係） 

物 品 個 数 

蛍光ベスト ４ 着 

防犯腕章 ４ 枚 

 

  



別表２（第４条第２号関係） 

物 品 個 数 

青色回転灯 １ 個 

マグネットシール ２ 枚 

標章ケース １ 個 

ＬＥＤ信号灯 １ 個 

蛍光ベスト ４ 着 

防犯腕章 ４ 枚 

 

  



（様式第１号） 

  年  月  日 

大阪市長 様 

住   所 

申請団体名 

代表者氏名            

電話番号 

 

 

大阪市青色防犯パトロール活動物品支給申請書 

 

大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱第７条第１項の規定により、物品の支給

を希望しますので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 支給を受けようとする物品 

物 品 個 数 

青色回転灯 個 

マグネットシール 枚 

標章ケース 個 

ＬＥＤ信号灯 個 

蛍光ベスト 着 

防犯腕章 枚 

 

２ 添付書類 

（１）申請団体の概要（定款、規約、会則、会員名簿等） 

（２）活動計画書（様式第２号） 

 

３ 新規団体・既存団体の別（該当するものに○をつけてください） 

    新規 ・ 既存   

 

４ 大阪府警察本部からの証明（該当するものに○をつけてください） 

   あり  （証明を受けた日     年  月  日） 

   見込み （手続状況               ） 



（様式第１号添付） 

 

（参考）支給数の上限（大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱より抜粋） 

  ○大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」

を受け、既に青色防犯パトロール活動を実施している団体（大阪市青色防犯パト

ロール活動物品支給要綱第４条第１号） 

 

 

 

 

 

○大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」

を受けることが見込まれる団体（大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱第

４条第２号） 

物 品 個 数 

青色回転灯 １ 個 

マグネットシール ２ 枚 

標章ケース １ 個 

ＬＥＤ信号灯 １ 個 

蛍光ベスト ４ 着 

防犯腕章 ４ 枚 

 

 

 

 

 

物 品 個 数 

蛍光ベスト ４ 着 

防犯腕章 ４ 枚 



（様式第２号） 

 

活 動 計 画 書 

 

 

団体の名称 
 

活動の目的 

 

 

活動期間 

活動頻度 

活動日時 

 

活動期間：    年  月～    年  月 

 

活動頻度：週  回 

     （曜日：              ） 

 

活動時間帯：   時   分頃 ～   時   分頃 

         時   分頃 ～   時   分頃 

 

活動場所又は地域 

 

活動の内容 

活動人数   人 

 

活動内容（該当するものに○をしてください） 

・地域のパトロール 

・登下校時の子どもの見守り 

・防犯啓発 

 ・犯罪発生時の注意喚起 

 ・その他（                      ） 

 

  

 



（様式第３号） 

大阪市指令市民第  号 

  年  月  日 

 

             様 

 

大阪市長           印 

 

 

大阪市青色防犯パトロール活動物品支給決定通知書 

 

      年  月  日付で支給申請がありました青色防犯パトロール活動物品

について、次のとおり支給を決定します。 

 

 

１． 団体の名称 

 

 

２．支給する物品 

物 品 個 数 

青色回転灯 個 

マグネットシール 枚 

標章ケース 個 

ＬＥＤ信号灯 個 

蛍光ベスト 着 

防犯腕章 枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号） 

大阪市指令市民第  号 

  年  月  日 

 

             様 

 

大阪市長           印 

 

 

大阪市青色防犯パトロール活動物品不支給決定通知書 

 

      年  月  日付で支給申請がありました青色防犯パトロール活動物品

について、次のとおり物品の支給をしないことに決定したので通知します。 

 

 

１．団体の名称 

 

 

２．支給しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第５号） 

  年  月  日 

大阪市長 様 

住   所 

申請団体名 

代表者氏名            

電話番号 

 

 

大阪市青色防犯パトロール活動報告書 

 

大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱第 12 条の規定により、活動内容につい

て次のとおり報告します。 

 

活動期間 

活動頻度 

活動日時 

活動期間：    年  月～    年  月 

 

活動頻度：週  回 

     （曜日：              ） 

 

活動時間帯：   時   分頃 ～   時   分頃 

         時   分頃 ～   時   分頃 

活動場所又は地域 

 

活動の内容 

活動人数 1 回あたり  人 総計  人 

 

活動内容（該当するものに○をしてください） 

・地域のパトロール 

・登下校時の子どもの見守り 

・防犯啓発 

 ・犯罪発生時の注意喚起 

 ・その他（                      ） 

活動結果（効果） 

 

 



（様式第６号） 

  年  月  日 

大阪市長 様 

住   所 

申請団体名 

代表者氏名            

電話番号 

 

 

大阪市青色回転灯装備自動車管理報告書 

 

大阪市青色防犯パトロール活動物品支給要綱第 13 条の規定により、次のとおり報告

します。 

 

青色回転灯を装備

した自動車の登録

番号 

 

活動場所又は地域 

 

青色回転灯を装備

した自動車の状況 

 

添付書類 

（１）青色防犯パトロール活動月報（様式第６－２号） 

（２）当該青色回転灯を装備した自動車の車検証の写し 

（３）当該青色回転灯を装備した自動車の現況を撮影した写真 

 

 



（様式第６－１号） 

青色防犯パトロール活動月報 

（  年  月） 

回 月  日 時  間 開始時走行 

距離（ｋｍ） 

終了時走行 

距離（ｋ

ｍ） 

活動距離

（ｋｍ） 

確認

印 

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

18       

20       

（注意事項） 

・活動距離については、各回のパトロールの開始時及び終了時に、車両の距離計に記さ

れている数字を記入してください。（可能な限り小数第 1 位まで記入してください） 

・確認印については、団体の代表者の印を押印してください。 

 

 


